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北朝鮮人権侵害問題啓発週間
12月10日から12月16日まで

拉致問題その他北朝鮮当局に
よる人権侵害問題についての関
心と認識を深めるため、毎年12
月10日から12月16日までの１週
間を北朝鮮人権侵害問題啓発週
間としています。
県警HPにて、「拉致の可能性
を排除できない事案に係方々」
のうち、御家族の同意を得られ
た方について掲載しています。
行方不明者に関する情報提供

のご協力をよろしくお願いしま
す。


